
令和７年１１月１７日  

 

　知立市長　石　川　智　子　  様  

 

知立市特別職報酬等審議会　  

会　 長　  島津　博史  

 

議員、市長、副市長及び教育長の報酬等について（答申）  

 

　本審議会は、令和７年１１月１７日に市長から「議員、市長、副市長及

び教育長の報酬等について」の諮問を受け、同日会議を開催し慎重に審議

を行った結果、次のとおり結論を得ましたので答申します。  

 

１　議員、市長、副市長及び教育長の報酬等について  

　（１）審議結果  

議員、市長、副市長及び教育長の報酬等いずれも２．８％引き上げ、

改定後の報酬月額を以下のとおり改定する。  

　議 長　　　月額　５１６，０００円（１４，０００円の増額） 

　副議長　　　月額　４４４，０００円（１２，０００円の増額） 

　委員長　　　月額　４３４，０００円（１２，０００円の増額） 

　議 員　　　月額　４２１，０００円（１１，０００円の増額） 

　市 長　　　月額　９７０，０００円（２６，０００円の増額） 

　副市長　　　月額　８０５，０００円（２２，０００円の増額） 

　教育長　　　月額　７２９，０００円（２０，０００円の増額） 

　  

（２）理　　由  

　　　理由書のとおり  

 

２．議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について  

　（１）審議結果  

　　　以下のとおり改定する。  

　　　【令和７年度分】  

　　　　　　　　　　　　　現行月数　　　改定月数　　 増額月数  

１２月期支給割合　　1.725 月　→　  1.775 月　 　 0.050 月  

 

 

写



　　　【令和８年度以降分】  

　　　　　　　　　　　　　現行月数　　　改定月数　　 増減額月数  

６月期支給割合　  1.725 月　→　 1.750 月　　  0.025 月  

１２月期支給割合 　  1.775 月　→　  1.750 月　  △0.025 月  

 

　（２）理　　由  

　　　理由書のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理　　由　　書  

１　議員、市長、副市長及び教育長の報酬等について  

審議にあたっては、各委員の独立、自由な発言を確保し、県下他都市の

実態、人事院勧告を基に検討を重ねた結果、全委員の意見一致のもと（１）

及び（２）の結論を得ました。  

なお、市議会議員、市長、副市長及び教育長には、今後も知立市を取り

巻く諸問題、社会経済情勢等を深く認識し、市民の代表として、また行政

の最高責任者としてその職責の重要性を十分自覚され、一層努力していた

だくことを切に望みます。  

 

（１）議員の報酬額の考え方について  

議員の報酬は、常勤の特別職である市長、副市長及び教育長の給料と

はその性格を異にしますが、議員活動は、議会開催中はもちろんのこと

日常においても市民の代表として多くの課題に積極的に対処すること

が求められ、多様化する市民ニーズに的確に応えるため、専門知識の研

鑚の必要性が指摘されています。  

県下の中でも知立市の議員報酬額は低いところにあり、議員活動を展

開するための経済的な代償としての報酬としては決して高いものでは

ないということも考慮する必要があります。  

雇用や所得環境の改善に伴い、緩やかな景気回復が進んでいる一方、

物価高騰による景気の下振れリスクへの対応も必要となっており、議員

活動の内容は一層複雑かつ高度化しています。さらに、社会経済活動の

活性化や人口減少社会の進行、大規模化する自然災害への対応など、急

速に変化する社会情勢に的確に対応するため、特別職に求められる役割

と責任は一段と増しています。こうした中、報酬等の額の決定に参考と

している国家公務員の指定職の俸給表について、人事院勧告により２．

８％引き上げ改定があったことから、今回は、２．８％引き上げという

判断に至りました。  

（２）市長、副市長及び教育長の給料額の考え方について  

　　市長、副市長及び教育長常勤の特別職は、行政をつかさどる最高責任

者として、市民生活の安定と福祉の向上を目指し、多種多様の行政需要

を的確に判断し、効率よく執行する責務は極めて重大なものであり、地

方分権が進む中で益々その職責は拡大の一途をたどっています。  

　　県下の中でも知立市の市長、副市長及び教育長の常勤特別職の給料額

は、比較的低いところにあり、決して高いものではないということも言



えます。  

雇用や所得環境の改善に伴い、緩やかな景気回復が進んでいる一方、

物価高騰による景気の下振れリスクへの対応も必要となっており、公務

の内容は一層複雑かつ高度化しています。さらに、社会経済活動の活性

化や人口減少社会の進行、大規模化する自然災害への対応など、急速に

変化する社会情勢に的確に対応するため、特別職に求められる役割と責

任は一段と増しています。こうした中、報酬等の額の決定に参考として

いる国家公務員の指定職の俸給表について、人事院勧告により２．８％

引き上げ改定があったことから、今回は、２．８％引き上げという判断

に至りました。  

また、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について 
今回の審議会で確認を行いました。 
令和７年８月７日の人事院勧告にて、民間のボーナス支給状況を反映

し、国の指定職の期末手当及び勤勉手当について、それぞれ０．０２５

月分引き上げる勧告がありました。  

こうした情勢を考慮し、議員、市長、副市長及び教育長に支給される

期末手当は、国の指定職職員の期末・勤勉手当に準じて改定することが

妥当との結論に至りました。  
 


